
  

第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第一節  医療制度および保健所
一  医療機関

医療機関のうち病院と診療所とを対比させてみるに、現行医療法によれば、病院とは患者二〇人以上の
収容施設を有し、かつ、科学的で適正な医療を愚者に対して与え得る機能を有する施設をいうのに対
し、診療所とは患者の収容施設を全く有しないか、または一九床以下の病床を有する施設をいい、診療
所における患者の収容は原則として応急の場合に限られる等両者の間に本質的な相違があるものとされ
ている。
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第一節  医療制度および保健所
一  医療機関

(一)  病院

病院の数

病院数は、昭和三二年一二月末現在五、六四八で前年一二月末より二三〇増加している。その内訳は、
精神病院三七一、結核療養所六九七、らい療養所一四、伝染病院六三、一般病院四、五〇三となつてい
る。最近五年間の推移を見ると、第四七表のとおりであり、三二年には二八年の約一・二七倍となつて
いる。

病院数を経営主体別に見ると、個人立は三二％で一番多く、医療法人立の一九％、地方公共団体立の一
四％がこれについでいる。なお、病院の種類別にその経営主体を見てみると、精神病院では個人と医療
法人、結核療養所では国(厚生省)と個人、らい療養所では国(厚生省)、伝染病院では地方公共団体の割合
が多い。

第47表 病院数の推移

病床数

昭和三二年末における全病床数は約六〇万床で、年間四万床、七％の増加である。その内訳は、結核病
床約二六万、一般病床約二四万、精神病床約六万五、○○○であつて、精神病床が全病床の一一％であ
るのに対し結核病床が実に四四％を占めている。このことは、多くの諸外国においては、精神病床が全
病床の三分の一ないし四分の一を占めているのに対し、結核病床が一〇％以下であることと対比して、
注目に値する。なお、最近五年間の病床数の推移を見ると、第四八表のとおりであつて年年増加の一途
をたどつているとはいえ、欧米諸外国と比べると必ずしも多くない(第一四図参照。)

第48表 病床数の推移

厚生白書（昭和33年度版）



第14図 各国の病床数

病床数を経営主体別に見ると第四九表のとおりである。ここで注意すべきことは、病院数については
七・六％を占めているにすぎない国立の病院が、病床数では二二・八％を占め、地方公共団体立を含め
た官公立病院の病床数は約二七万五、〇〇〇床で、全病床の四六・○％に達することである。

次に病院の規模について見ると、一病院当り平均病床数は、昭和三二年一二月末で一〇六であつて前年
に比べやや増加しており、二八年末は九二であつたことからみれば、病院の規模が次第に大きくなつて
いることがわかる。また、結核療養所、精神病院等を除いた一般病院の規模別推移を見ると、第五〇
表のとおりである。これからも明らかなように、規模の大きな病院が増加する傾向にあり、とくに一〇
〇床以上の病院数は二八年に比して約六〇％の伸びを示している。

第49表 経営主体別病床数の推移
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第50表 病床数別一般病院数の推移

病床の利用率

昭和三二年における病院の病床利用率、すなわち全病床数一〇〇に対する年間の一日平均患者数は、八
○・七％であって、昭和二九年の八四・七％を最高として次第に低下しつつある。病床種類別に病床利
用率の推移を見てみると第五一表のとおりであり、次第に低下しているとはいえ、精神病床の利用率
は、依然一〇〇％をこえている。精神病床の増床が要望されるゆえんである。なお、経営主体別の病床
利期率には著しい高低はなく、会社の六九・二％からその他の法人の八八・一％までの広がりを示して
いる。

第51表 病床利用率の推移

国立病院と国立療養所

国立の病院のうち、広く全国民を対象として国民医療を担当している厚生省所管の国立病院および国立
療養所についてその現況を見ると、まず、国立病院は、昭和三二年一二月末七六施設あり、その病床数
は約二万七、八○○床である。国立病院は、その分布、規模および機能において国民医療の上に重要な
地位を占めているため、その施設を整備するとともに、二九年度から、がん、高血圧、心臓病等特殊疾
患の診療センターを付設してきたが、三三年度においても九カ所にセンターを設置し、特殊診療機能の
強化を図つている。なお、国立病院の収支は特別会計となつており、その予算は年間九一億円に及んで
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いる。

国立療養所は、三三年三月末で一九六施設あり、その病床数は八万二七〇となつている。このうち、一
八一施設、六万五、五〇〇床は結核療養所であつて、全結核病床の約四分の一を占めているが、近年の
結核治療における医学の進歩に即応し、結核療養所の機能の高度化、効率化が要請されている。なお、
その他の療養所としては、らい療養所(一一施設)、精神療養所(三施設)、脊髄療養所(一施設)がある。国
立療養所の予算は、年間約一四三億円となつている。
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第一節  医療制度および保健所
一  医療機関

(二)  診療所

診療所には、一般診療所と歯科診療所とがある。

一般診療所は、三二年一二月末において五万四、七九〇あり、うち三万五、二三三が無床診療所、一万
九、五五七が有床診療所であり、その病床数は一三万九一四床となつている。最近五年間の推移を見る
と、第五二表のとおりであり、前年末に比べて一、九四四増加している。なお、経営主体別に一般診療
所数を見ると、その大半が個人立すなわちいわゆる開業医であつて、全体の八五・一％を占めている。

歯科診療所は、三二年一二月末で二方六、〇二八(うち、無床診療所二万六、○○○、有床診療所二八)と
なつており、前年末に比べて約六〇〇の増加を示している。

第52表 一般診療所数および一般診療所の病床数の推移
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第一節  医療制度および保健所
一  医療機関

(三)  医療機関の体系的整備

医療機関の分布

以上医療機関の現状を概観したが、これら医療機関の分布の状況はどのようになつているであろうか。

まず、人口万当り病床数について見ると、三二年一二月末現在全病院については全国平均六六床である
が、岡山県の九二.六床を最高に、四二・三床の大分県にいたるまで、都道府県間の差異は大きい。とく
に一般病床だけについて見ると、全国平均約二六床であるが、最高の北海道は四〇・一床であるのに対
し、最低の鹿児島は一一・三床にすぎず、北海道の約四分の一という状況である。このように病院の病
床の分布は都道府県により非常な相違があるが、この不均衡は診療所についても存在する。次に、病院
数を市部郡部別に見てみると、約七割は市部に集中しており、郡部が空白のまま放置されていることが
わかる。全国どこの地域の住民にも平等に適正な医療を受け得る機会を与えることが、医療保障達成の
ための眼目であるからには、のような医療機関の偏在はすみやかに是正されるべきものであり、ここに
無医地区、無歯科医地区解消の問題を含めて、医療機関の適正配置、その体系的整備の緊急性が強く要
請されるゆえんがある。

無医地区対策

一昨年実施された無医村・無歯科医村調査によると、昭和三一年五月一日現在の状況は第五三表に示す
とおりで、これからも明らかなように、無医町村の数は全町村数の四％に当り、無歯科医町村はその二
四％にのぼつている。また、無医町村ではないが、人口、面積、地理的状況から考えて無医町村に準ず
る無医・無歯科医地区が、それぞれ七二八および八七八ある。

政府においては、これら無医地区の存在を重視し、そのうち、人口、面積、交通事情、経営の困難性の
程度、町村の財政力等を考慮して、医療機関の設置について国が助成することが真に必要であると認め
られる二三七地区を対象とし、三一年度からこれらの地区に都道府県立病院等の公的医療機関の出張診
療所を設置することになり、その整備費および運営費(ただし運営費については三二年度から)の二分の一
を補助してきた。このため三二年度までに六二力所に診療所が設置されたが、さらに三三年度中に二六
カ所の診療所が設けられる予定である。

なお、今後の課題として、無医地区の医療機関に勤務する医師の確保を図るための将来無医地区の診療
所に勤務しようとする医学生等に対する貸費制度の措置、既設診療所のうち医師の確保が困難と認めら
れるものを公的医療機関である病院の出張診療所とする措置、さらには、無歯科医地区対策等無医地区
医療に関する総合的施策の確立が強く要望されている。

医療機関の体系的整備

医療保障制度を名実ともに達成するためには、単に医療機関の量的な適正配置のみでは不充分であつ
て、真に国民の医療を受ける機会を平等に確保するためには、さらにその質的な適正配置を図ること、
すなわち医療機関相互の機能の面から有機的な連けいを保つとともに基幹的病院の機能の充実強化に努
めることが必要である。このような視点に基づき、厚生省としては、つとに医療機関整備計画を樹立
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し、毎年一〇億円内外の医療機関整備費を一般余計予算に計上して国立病院の整備を行うとともに、他
方、都道府県の区域を病院体系整備の単位として、公的医療機関を中心に医療機関の中核である一般病
院の整備を推進している。すなわち、国立病院について機能整備の観点から近時特殊疾病のセンターが
付設されつつあることについてはすでに述べたが、公的医療機関の整備については、病床の不足する地
域に一般病床の普及を図り病院網の整備を行うとともに、各都道府県の中央病院をして、その県内にお
ける医療機関の指導的役割を担当せしめるため、特殊診療機能の整備、検査機能の強化等を重点的に推
進し、医療体制整備の万全を期している。しかしながら、同じ公的資金により設置される病院でありな
がら(医療機関整備のために投下される公的資金は、毎年約二五〇億円程度と推定される。)、必ずしもす
べてが統一ある方針のもとに配置整備されているとはいえない。むしろ、各設置主体の独自の計画に基
づき、医療機関としての採算、特定職域の従業員の利便等の考慮のもとに配置整備されている現状であ
つて、設置地域の住民全般の需要を充足するという病院の社会的使命は、必ずしも考慮されていない。
このような事態が公的色彩を有する医療機関の在り方に反することはいうまでもなく、総合的整備計画
のもとに、その地理的配置、規模、設備、機能等について規制を行うべき段階にきているものといえよ
う。

第53表 無医町村および無歯科医町村数

私的医療機関の整備については、現在なんら特別の施策が講ぜられていないが、医療機関の整備は、公
的、私的、相補いつつ推進されるべきものであり、かつ、国民皆保険体制のもとにおける第一線医療機
関としていわゆる開業医は重要性を有するので、医療事業の公共的性格および非営利的性格にかんが
み、その整備費その他の費用について国の責任による長期低利の融資を行う等私的医療機関の育成体制
をすみやかに確立する必要がある。

薬局

薬局数は、昭和三二年一二月末現在、二万一七五となつており、前年に比し約六〇〇増加している。こ
れを人口比にしてみると、一薬局当り四、五一四人、面積比にしてみると一薬局当り一八・三平方キロ
メートルとなつている。しかしながら、三二年一二月末現在なお一、二五五の無薬局町村があり、無医
地区対策と同様に積極的な対策が要望されている。
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第一節  医療制度および保健所
二  医療関係者

(一)  医療関係者の概況

医師

昭和三二年一二月末現在、医師数は、九万八、二六八人で、前年に比し約二、一〇〇人の増加を見てお
り、人口一〇万対医師数は、一〇七・九で、前年より少し増加している(第五四表参照)。次に、業務の種
類別に見た医師数は、第五五表のとおりであつて、前年とあまり変りはないが、衛生行政または保健衛
生業務に従事する者の数が減少しており、その総数に対する比率も二八年(三・五％)以後逐年下つてき
て、三二年には二・五％となつていることは、注目を要する。また、医療機関の従業者すなわち診療に
従事する医師は、総数の九二％を占めているが、そのうち医療機関の勤務者の占める比率は四八・四％
となつている。

第54表 医療関係者数の推移

第55表 業務の種類別医師数の推移
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さらに、人口一〇万当りの医師数の二三年以後における推移を図示してみれば、第一五図のとおりであ
る。この図によつて明らかであるように、医師の近年における増加傾向は顕著なものがあつて、とくに
歯科医師数の推移に比べると自立つている。

歯科医師

歯科医師数は、昭和三二年一二月末現在、三万一、九七一人で、前年に比し三二九人の増加を見てい
る。人口一〇万に対する比率は三五・一で、この比率は前年と同じである。二三年以後の人口一〇万当
り歯科医師数の推移を見るに、第一五図の示すとおり、おおむね横ばいとなつている。また、業務種類
別に歯科医師数を見ると、第五六表のとおりであつて、以前から少い衛生行政または保健衛生業務の従
事者が、さらに減少の傾向を示してきている。

第15図 医師、歯科医師および薬剤師数の推移

第56表 業務の種類別歯科医師数の推移
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薬剤師

薬剤師数は、昭和三二年一二月末現在、五万四、八五三人で、前年に比し約二、○○○人の増加を見て
おり、人口一〇万対の比率は六〇・二で、前年より一・七だけ大になつている。また、二三年以後の人
口一〇万当り薬剤師数の推移は、第一五図のとおりである。業務の種類別に見た薬剤師数の推移は、 第
五七表に示されている。

第57表 業務の種類別薬剤師数の推移

保健婦・助産婦・看護婦等

昭和三二年一二月末における保健婦、助産婦および看護婦(看護人・准看護婦を含む。)の免許所有者は、
それぞれ、四万四、六二六人、二二万五、九七四人および三四万四、三二九人であるが、このうち従業
者すなわち実際に業務に従事している者の数は、保健婦が一万一、八二一人、助産婦が五万一、六九六
人、看護婦が一四万五、〇九〇人となつている。これらの者のうち保健婦の従業者数は、第五四表に示
されているとおり、三〇年以後、漸次減少の傾向を示しており、国民保健の向上にとつて保健婦の存在
が重要であることを思うとき、これははなはだ好ましくない現象であるといわなければならない。ま
た、助産婦については、病院、保健所等の勤務者数がはなはだしく減少しているので、施設内分娩の奨
励と母子衛生の向上という見地から、これら勤務者の充足が要望されている。

診療エツクス線技師の数は、三二年一二月末で、七、二一五人、うち従業者数七、一七六人であるが、
保健所等におけるその不足が著しい。また、三二年一二月末におけるあんま師、はり師、きゆう師の従
業者数は、それぞれ四万四、〇九〇人、二万九、九六二人、二方八、三九七人であり、柔道整復師の従
業者数は、五、二一四人となつている(注、あんま師、はり師またはきゅう師の免許をあわせ有する者
は、重複して計上されている。)。
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第一節  医療制度および保健所
二  医療関係者

(二)  専門医制度

最近わが国に専門医制度を投げることの必要性が、さかんに論議されているが、それらの論議が、専門
医についての統一された概念に立つて行われているかどうかについては、多少の疑点が存する。これ
は、すでに専門医制度の存する諸外国においてさえも、その内容に相違があるのであるから、無理もな
いことであるが、専門医の定義について大きく分類してみれば、次の二つに分れる。第一は、標ぼう診
療科名即専門科名という意味で専門医が把握されている場合であつて、この場合の専門医は、「専門分
科担当医」というに近い意味を持つ。第二は、一般医(General Practitioner)または家庭医(Family Doctor)
に対する意味で専門医が考えられている場合であつて、この場合の専門医とは、「通常患者を最初に診
察し、各種の疾病に対する診療の準備を整えており、自らも診療を行うことができるが、専門医の援助
をいつ求めるべきかをも知つている」(世界医師会資料)一般医を想定し、これと有機的なつながりを持ち
つつ専門的治療を行う医師のことを指す。専門医制度は、現在世界のほとんどすべての国に存するが、
欧米先進諸国をはじめ四〇以上の国において、すでに第二の型の専門医制度が確立されている。もつと
も、検定機関、種類、修練、権利義務等その具体的事項については、各国まちまちである。

ところで、わが国においては、一般医に対する意味での専門医は存在しないし、また、医師の掲げる診
療科名(内科、外科等。 第五八表参照)は必ずしも庭師の専門技能を示すものではない。この現状に立脚
して、これまで、各種勧告類において専門医制度の樹立に関する提案がなされてきた。すなわち、「医
療保障制度に関する勧告」(昭和三一年一一月)においては、臨床医術の進歩の促進、医師の技術の正当な
評価という見地から、専門医制度のすみやかな樹立が望まれているし、厚生省の医療保障委員の発表し
た座長メモ(三二年一二月)においては、一般医(家庭医)と専門医ならびに診療所と病院の機能の未分
化、・実態を伴わない診療科の標ぼうが指摘され、このような混乱を整理して合理化を促進すべきこと
が述べられている。さらに、三〇年五月に厚生省に設けられた「七人委員会」の報告(同年一〇月)におい
ては、開業医そのものに専門医と一般医の制度が設けられることを前提として、保険医に専門保険医と
一般保険医の制度を設けることが望まれている。こうした専門医制度に関する活発な意見の具申にかん
がみ、政府としては、三二年度予算に専門医制度の調査に要する経費を計上し、厚生省に専門医制度調
査会を設けて、専門医制度に関する調査審議を行わせることになつた。この調査会は、学識経験者およ
び関係行政機関の職員から選ばれた委員(定数は当初四〇人以内であつたが三三年度から五〇人以内と変
更された。)で組織されており、すでに三三年二月にその第一回の会合がなされ、その後三三年一〇月に
第二回の会合が行われた。第一回の会合においても、専門医制度創設の必要性についてとくに異議はな
かつたが、ただその実施は現在の医療制度に根本的な変革を加えるものであるので、具体化に当っての
多くの問題(例えば医療体系上のその役割、専門科の区分、検定機関、権利義務、診療報酬等の決定)が、
外国の例をも徴して、慎重に検討されなければならないことが要望された。第二回会合においては、調
査会の効果的運営を図るため、小委員会(委員数一六人)の設置が決定され、今後は小委員会において専門
医制度実施に関する諸般の問題が検討されることになつた。

第58表 標ぼう診療科別診療従事医師数
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第一節  医療制度および保健所
二  医療関係者

(三)  医薬分業

昭和三一年四月に医薬分業が実施されて以来、すでに満二年半を経過したが、この間における実施状況
をながめてみよう。

三二年五月から同年一二月までの八カ月について、処方せん受入側の薬局に関する調査が行われた。こ
れと同様な調査は、分業実施前の三一年二月から実施直後の同年六月までと、同年七月から三二年四月
までの二回にわたつて行われているので、この第三回目の調査の結果をこれまでの二回の調査の結果と
比較してみよう(注、一三年二月から同年六月までの期間は、分業実施を境に二分するものとし、以下前
前回というときは、三一年四月から六月までの期間をいうものとする。)。まず第一に、処方せんの枚数
についてみると、第五九表に示すとおり、処方せんの総枚数は、一カ月平均二万五、〇六六枚で、前回
より一九％増、前前回より八六％の増となつており、これを全薬局にならせば、一薬局当り一カ月一・
二枚程度で、分業実施後ときを経るにつれてわずかながらも増加してきている。次に処方せんを受理し
た薬局数と受理しなかつた薬局数とを比較してみると、調査された薬局数一万八、五六九のうち処方せ
ん受理薬局数は七、八四五(四二・二％)で、残る一万七二四の薬局(五七・八％)は、この調査期間中一枚
も処方せんを受理しなかつた。この処方せん未受理薬局の比率は、前回、前前回に比し若干少くなつて
はいるが、半数以上の薬局が八カ月間に処方せんによる調剤を全く行つていないことは注目を要する。
しかも、右に挙げた処方せん受理薬局数は、調査期間中に一枚でも処方せんを受理した場合はすべて計
算に入れたのであつて、各月の受理薬局数の一カ月平均をとつてみると、第五九表のとおり四、三〇五
で、前前回よりは増加してはいるが、前回よりいくらか減少しており、しかもこの一カ月平均受理薬局
数が調査された薬局総数に占める比率は二三％で、この比率は、分業実施後減少の傾向にある。これら
の点を考えれば、処方せんは、依然として限られた範囲の薬局にのみ渡されているものと見ざるを得な
いであろう。

次に薬局における調剤の費用負担状況を処方せんの枚数によって見れば、第六〇表に示すとおり、社会
保険関係負担分が、一力月平均一万二、九七七枚で、前回調査の一・六倍、前前回の約三倍、分業実施
前と比べると実に二六倍に達しており、一般負担との比率も、前回の三八対六二から五二対四八という
変化を示し、社会保険関係負担分が一般負担分を上回るに至つた。

以上要するに、医薬分業実施後二年の成果は全般的に低調であり、今後における分業の趣旨の普及徹底
が強く望まれる次第である。

第59表 薬局における処方せんの受理状況
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第二章  医療制度および公衆衛生

第一節  医療制度および保健所
三  医薬品

(一)  生産と輸出入生産

最近におけるわが国の医薬品等の生産活動は、一般経済界の景気後退にもかかわらず、活発な動きを示
しており、これには、近年における製造設備の機械化の促進、製剤包装設備の近代化の促進等による生
産性の向上のあずかるところが大きいものと考えられる。昭和三二年の医薬品等の総生産額(最終製品)を
見るに、「四九七億円(医薬品一三四五億円、医療器械一五一億円)に達し前年に比し二五一億円、二〇・
一％の増加を見ており、対前年増加率においては、三〇年、三一年を上回つている。この増加額を薬効
別に見れば、抗生物質製剤の四八億二、○○○万円、ビタミン剤の四一億六、○○○万円、中枢神経系
用薬の三六億四、○○○万円、外皮用薬の一七億六、○○○万円、アレルギー用薬の一五億七、○○○
万円、医療器械の二二億円等がおもなものである。これを製品別に見ると、第六一表のとおり、金額に
おいては、抗生物質剤、総合ビタミン剤、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤等が大きく増加し、増加率にお
いては、催眠鎮静剤、解毒剤、抗ヒスタミン剤、抗生物質剤、副腎ホルモン剤、サルフア剤等が目立つ
ている。これらのうち、抗生物質剤(六〇％増)、サルフア剤(四五％増)、.抗ヒスタミン剤(六七％増)等の
著しい増加には、三二年におけるインフルエンザの全国的な流行のあずかるところが大きいものと考え
られる。一方、三一年に比し生産額の減少したものとしては、公衆衛生用薬(殺虫剤等)、滋養強壮変質剤
等がある。

輸出入

三二年における医薬品等の輸出額は、九七億五、三〇〇万円(医薬品五七億五、六〇〇万円、医療器械三
九億九、七〇〇万円)で、前年に比し実額において二六億円(医薬品一四億九、四〇〇万円、医療器械一一
億一〇〇万円)、比率において三六％という大巾な増加を示してきており、総生産額中に占める割合は、
医薬品については四.三％(三一年は三・八％)、医療器械については二六・三％(三一年は二二・三％)とな
つている。輸出の内容を品目別に見ると、そのおもなものは、ビタミンＢ1、ストレプトマイシン、生
薬、パス、家庭薬、ビタミンＣ、医療器械等であつて、とくに生薬、パス、ストレプトマイシン、医療
器械の伸びが目立つている。地域別に輸出額を見ると、中共、アメリカ、台湾、沖縄、香港等への輸出
がおもなもので、とくに中共分は約一六億円(医薬品のみ)で、対前年比七六％の増加を示している。

三二年の輸入額は、四一億六、二七〇万円で、ここ数年来の減少傾向に反して、前年より若干増加して
いるが、総生産額に対する比率は、前年とあまり変らず三・三％であるし、医薬品についてはそのほと
んどが原料輸入であることは、最近の傾向と同様である。

さらに、近年における輸出額と輸入額とを対比してみると、当初輸入額を下回つていた輸出額は、次第
にこれに接近し、三一年以降は 第一六図に示すとおり、輸入額を上回るに至つている。

第61表 主要医薬品対前年増産額および比率
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(二)  医薬品等の取締その他の問題

医薬品等の取締

医薬品、医療用器具・器械および化粧品の取締については、薬事法に基づき、各都道府県に置かれた薬
事監視員が、医薬品等の製造業者・販売業者等に対する立入検査その他の監視活動によつてこれを行つ
てきており、昭和三二年においては、延数にして約三万四、○○○力所の違反が発見された。三二年度
には、新たに薬事監視計画が立案されて薬事監視の効率化が図られ、不良品、不正表示品、誇大広告等
の取締については、従来おもに製品の監視に重点を置いていたのが、製造段階における立入検査に重点
を置くことに改められた。このような積極対策の効果は、製造業者における設備や管理方式の改善とな
つて、不良品、不正表示品および誇大広告の規制の面に好結果を徐徐に現わしているが、良質の医薬品
等を充分に確保するためには、医薬品等の自家検査を励行するほか、監視体制をもつと強化し、指導を
行う必要があると考えられる。

毒物・劇物

毒物・劇物については、毒物および劇物取締法に基づき、国および都道府県に置かれた毒物劇物監視員
により指導取締が行われているが、これらは、各産業はいうに及ばす、日常生活のあらゆる分野におい
て利用されているので、その取締は容易でない。ことに、全国農家に広く使用されている。パラチオン
等有機燐製剤は、強い毒性を有するところがらこれによる危害の発生が少くない。厚生省としては、ポ
スター配布等危害防止運動の推進に努めるとともに事故に関する詳細な調査を実施して危害防止対策の
強化に努めており、昭和三二年度においては、これによる死亡数・中毒数ともに激減するに至つた(第六
二表参照)。しかし、いまだに相当の事故件数のある現状であるので、有機燐製剤に対する正しい知識の
普及徹底が望まれる次第である。

第62表 有機燐製剤(パラチオン)による事故件数の推移
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麻薬

最近三カ年間における麻薬関係事犯の取締状況は、第六三表において示すとおり、件数・人員とも減少
の傾向にあつたが、昭和三三年上半期の検挙状況を見ると、三二年の上半期に比べ件数において六
八％、人員において五三％、とそれぞれ著しい増加を示している。麻薬関係事犯の源泉である麻薬中毒
者は、約四万人が潜在しているものと推計されているが、第六三表において見られるとおり最近違反人
員のうち中毒者の占める比率が増大しつつあることや都道府県からの報告等を考えれば、中毒者数は漸
次増加の気配があるものと推測され、前述の取締状況から見ても、今後麻薬関係事犯は増加のおそれが
あるものと考えられる。麻薬中毒者は、その約半数が痛みまたは精神的不安からの逃避から、約三分の
一が単なる好奇心から使用をはじめたものと推定されているが、中毒者を生むのは大都市の盛り場等の
不良社会に巣食つている麻薬密売組織に外ならず、住民の健康を守り、生活環境を明るくするために
は、麻薬関係事犯に対する取締が、より徹底して行わなけれればならない。

ところで、麻薬については医療上に占める役割を忘れてはならないが、医療用としての麻薬の原料の大
半を占めるあへんについては、国内生産は微微たるものにすぎず、海外からの輸入に依存しなければな
らない現状である。このため、厚生省としては、毎年あへんの需給計画を立案し、国の独占事業による
あへんの買入および業者への払下を行って、国内の需要に応じてきており、三二年度におけるその買入
量は、三七トンとなっている。

第63表 麻薬取締違反状況年次比較

保存血液と血液銀行

外科手術の進歩等による血液需要量の増大に伴い、保存血液の生産は急速に増加している。昭和三三年
九月末現在、保存血液を製造する施設すなわち「血液銀行」は三六あり、三二年における保存血液製造
量は二八万四、九二三リツトルとなつている。この製造量は、前年に比し二五・四％の増加を示し、五
年前の五.五倍にのぼる量であるが、このうちのほとんどすべては、供血者から購入された血液によるも
のである。血液の売買という方式は、大量の需要をまかなうことができないだけでなく、供血源が特定
階層に固定する傾向を有しているので、供血者の保護という見地からも、また、必要量の良質の血液の
確保という見地からも、保存血液の製造についてこの方式に頼ることは好ましくない。そこで、血液銀
行においては、広く一般国民からの血液の提供を仰ぐために、預血方式(血液を血液銀行に預け入れ、将
来必要な場合には預入分と同量の血液の払戻を受けられる方式)および献血方式(血液を寄付する方式)を
主とするよう、三二年以来努力が払われてきているが、先にあげた比率から明らかであるように、預血
等による保存血液の量は、全体のごくわずかにすぎない実状である。これは、保存血液と血液銀行に対
する国民一般の認識が乏しいことによるものと考えられるので、今後におけるその趣旨の普及徹底の必
要が痛感される次第である。
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昭和三三年三月末現在、保健所は、全国都道府県および政令で定める特別の市(現在三〇都市)にＡ級(建
面積約一、○○○平方メートル、職員定数五七人以上)二〇八、Ｂ級(建面積約七五〇平方メートル、職員
定数四七人以上)七四、Ｃ級(建面積約五〇〇平方メートル、職員定数三一人以上一五〇六、合計七八八の
設置を見ている。

ところで、公衆衛生のいわば第一線的行政機関である保健所の任務は、大別すると疾病対策と環境衛生
対策の二つに分けられるが、疾病対策としては、結核予防をはじめとする各種伝染病対策、妊産婦、乳
幼児の保健、指導等のためのエツクス線検査および農相談、保健婦の家庭訪問指導、伝染病の予防接
種、栄養指導等が、また環境衛生対策としては、飲食店、喫茶店等の監視指導をはじめとする食品衛生
業務、その他公衆浴場、理容所、美容所等に対する衛生上の監督があげられるが、これらの業務は、い
ずれも国民の健康生活に直結する重要なものばかりである。しかも、これらの業務量は、公衆衛生施策
の進展とともに日を追つて増加の一途をたどりつつあるが、これに即応する保健所の人員の状況はどう
であろうか。

三二年四月一日の現員調べによると、第六四表のとおり、都道府県保健所六八八カ所においては、一保
健所平均一〇万九、○○○人の人口を担当し、保健所費補助対象職員二五・○人、その他の職員三・五
人が配置されており、また政令市保健所一〇〇カ所については、一保健所平均一五万人の人口を担当
し、保健所費補助対象職員三六.八人、その他の職員九.○人が配置されている。これを国庫補助対象職員
の総数について見るに、定数三万八四九人に対し、現員二万八一四人で六七・五％の充足率にすぎ
ず、第六四表の職種別人員から見ても、業務量に比し人員の少いことが如実に示されている。これは、
現下の地方財政事情からして、所要経費のうち地方公共団体の負担分の支出に困難をきたしていること
に要因の一つがあるといえよう。とくに医師は国が定めた定員四、四〇四人に対し、現員は二、六三四
人となつており五九・八％の充足率すぎず、保健婦は八、〇一二人の定員に対し・五、三四二人、六
六・七％となつており、保健所の基幹職員である医師、保健婦がこのような状況にあることは、このま
まに放置できがたい問題となつてきている。これが解決策の一つとして、三二年度より公衆衛生修学資
金貸与制度がはじめられたのである。すなわち、将来保健所に医師または歯科医師として勤務しようと
する者に対しその修学資金を貸与し、その貸与を受けた者が修学後一定期間保健所に勤務した場合に
は、修学資金の返還が免除されることを内容とするもので、修学資金は、毎月学生については四、五〇
〇円「実地修練(いわゆるインターン)を行つている者については六、〇〇〇円が貸与される。この制度は
予想以上の進展を示し、三二年度は医学部および歯学部学生二三七人・インターン一八人計二五五人に
対する貸与が決定され、さらに三三年度には学生六○人が決定されており・将来の成果が期待されてい
るところである。

第64表 一保健所平均および人口10万対職種別現員数
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ところ最近、保健所の機能について疾病対策を中心として種種論議がかわされているが、本来保健所
は、国民が健康な社会生活を送れるよう疾病の予防思想を積極的に普及し、さらに国民の衛生状態を改
善指導することが任務である。この意味において、保健所は患者と医療機関の間に立つて担当地域の住
民の健康状態を絶えず調査研究し、社会資源としての医療機関の活用を計画実施し、さらに衛生教育に
ついて充実を図り、早期受診、卓期治療の思想の普及と地域組織の活用によりて住民の衛生思想の盛り
上りにさらに積極的に意をいたす必要があるといえよう。
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(一)  結核の現状

結核の死亡数・死亡率

わが国の結核による死亡数および死亡率は、近時めざましい減少と低下を続けており、昭和二六年に死
因順位の首位の座を脳卒中に譲つて以来、三二年には第五位に、三二年には遂に肺炎についで第六位に
下つた。また、その死亡数も三二年は約四万二、七〇〇人で前年よりさらに一、二〇〇人の減少をきた
し(第六五表参照)、人口一〇万対死亡率も四六・八と第一位脳卒中の一五一五の三分の一以下、第二位悪
性新生物(がん、その他)の九一・二の約二分の一という状態に達した。しかしながらデンマーク、オラン
ダ、オーストラリア、カナダ、アメリカでは・その死亡率が一〇を割つており、西ドイツ、イタリアで
もそれぞれ二〇・五、二二・七であるのに比して、わが国のそれはまだまだ高いのであって、このこと
はなお、結核対策に努力を傾注しなければならないことを物語るものであろう(第六六表参照)。

ここでとくに注目すべきは、青年層における結核死亡の減少と低下には著しいものがあることであつ
て、いまやわが国も欧米諸国と同様高年齢層の結核死亡が問題となつてきている。すなわち、第一七
図で示すとおり二二年に人口一〇万対四二四・○という高率を示した二〇～二四才台の死亡率は、三二
年には二八・二と著しい低下をきたしたにもかかわらず、壮年層の低下はそれほどでもなく、高年齢層
に至つては、むしろ上昇傾向をたどつているのである。

結核息者

次に結核患者数についてながめてみよう。三三年に厚生省が実施した結核実態調査の中間集計結果(以下
単に「結核実態調査」という。)によると、全国で結核のために医療を要する患者(要医療患者)は三〇四
万人、医療は必要としないが生活規正等の面で医師の指導監督を要する者(要観察者)は一四七万人、計四
五一万人と推計され、これは、換言すれば日本人一〇〇人のうち三.三人は結核の要医療者であり、一.六
人は要観察者ということになるのである。厚生省においては、すでに五年前の二八年に第一次結核実態
調査を実施したが、当時と比較すると、要医療者は一二万人増加している。この五年間の人口増が五九
〇万人であるところがら、それを人口対の率で見るとわずかながら減少しているが、要観察者は、実数
において実に二四万人、比率にして四五％の激減を示すに至つた。ここで要医療者が数において若干増
加したのは、化学療法の進歩により、前回の調査時においては要観察者と判定された者の一部が、化学
療法を行うことによつて短期間に治癒させ得る見込から、現在では要医療者と判定されたためであり、
要観察者が激減したのは、前記の理由に加えて、前回の調査時においては要観察者と判定されたものの
一部が、その後の研究の結果、再発のおそれのほとんどないことが判明したことにより現在では治癒と
判定されるためである。

かくして五カ年間における結核対策の推進は、一応見るべきものがあつたのであるが、それにしても現
在なお、このように多数の結核患者が存在することを忘れてはならない。他面患者登録制度に基づき医
師から保健所へ届出された患者数によつて毎年の新患者数の傾向をうかがつてみると第一八図に示すと
おりここ数年はほとんど変化がない状態である。ちなみに先進諸外国における発生状況は、第一九図に
示すとおり年年減少傾向を続けており、これらの事実を総合すると結核死亡率の減少をもつて、ただち
に「結核対策終れり」と断ずるのは早計といわねばならない。むしろ、国民皆保険計画の達成を目前に
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控え、この際にこそ結核の絶滅を期する必要があろう。

第65表 年次別結核死亡数および死亡率

第66表 各国の結核死亡率

第17図 年齢別結核死亡率年次比較
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第18図 年次別結核患者届出数と人口との比率

第19図 年次別各国の結核り患率
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(二)  健康診断と予防接種

要医療患者は三三年の結核実態調査の結果から推定すると三〇四万人となり、そのうち自分が結核であ
ることを知つている者は二六％、空洞をもつている患者のうちでも五四％にすぎない。結核性疾病はこ
のように特有の自覚症を伴わないことを著しい特徴とするが、これはレントゲン検査等の科学的な健康
診断によつて、早期に発見することができるものである。これがため新結核予防法は制定当初の二六年
より定期健康診断の実施義務を規定した。ついで第一次結核実態調査の結果に基づき三〇年には同法の
一部改正を行い定期健康診断の対象者の範囲をほぼ全国民に拡大した。

さらにこの制度の実施を促進するため三二年度からは健康診断に要する費用を全額公費負担(使用者負担
を含む)とし、ついで三三年度から一般住民に対する健康診断については最初からエツクス線間接撮影を
行うよう受診方法を便宜化し、さらに、これらに呼応して検診用エツクス線自動車の普及、検診班の編
成、公的医療機関の協力等検診能力についての拡充の努力を続けてきたのである。この結果、受診者は
三〇年以降年年三〇〇万人以上の増加をきたし、なかんずく市町村長を実施義務者とする一般住民の受
診者数が二〇〇万人以上の増加を示してきたが、それにしても三二年の年間受診者総数は三、三一五万
人であるから全対象者数から見れば三六％にしかすぎないわけである。健康診断を受けた者から発見さ
れた患者数は三〇年に一三万人であつたものが三一年には一〇万三、○○○人と減少し、三二年には一
〇万八、○○○人と三一年に比較してわずかに五、○○○人ふえたにすぎず、また受診者総数に対する
発見患者数の割合は三〇年○・四九％、三一年○・三五％、三二年○・三三％と漸減してきている(第六
七表参照)。三二年の健康診断受診率を実施義務者別に見ると 第六八表のとおり学校長が八六・一％で群
を抜いて高く、以下乳児院等の施設の長三八.七％、業態者その他三五.四％、使用者二九.一％、患者家族
二四.三％、市町村長一六.八％の順になつており、最も発見率の低い生徒児童を対象とする学校長の分が
受診者総数の五七％を占めている。このように実施義務者別に見た場合健康診断を実施した結果の発見
率は患者家族が最も高く二・五％、ついで業態者その他○・六％となつており(第六八表参照)潜在患者の
発見という目的からすれば必ずしも効率的な健康診断が行われているとはいえない。したがつて、国民
皆検診への経過的な段階においては、検診の実施能力の実情に即応しつつ、患者発見率の高い患者家
族、中小企業さらには一般住民に重点を指向することが必要と考えられる。

なお、ＢＣＧワクチンによる予防接種の効果は、今日、結核の発病率を二分の一以下に、死亡率を一〇
分の一以下に抑制し得るものとされている。結核予防法の規定による予防接種は、通常健康診断と一体
化してツベルクリン反応陰性者または疑陽性者に対して行われるものであるがその実績は三二年は六六
五万人で前年に比して二二万人の増加を示している。

第67表 結核健康診断および予防接種実施状況
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第68表 実施義務者別健康診断受診率および患者発見率
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(三)  患者管理

医節から保健所へ届け出られた結核患者については、患者登録が行われ、そこで保健所を中心とした患
者の指導管理が行われるのが建前であるが、現在のところこの患者登録および患者管理は充分に行われ
ていない現状にある。先に述べたとおり三三年の結核実態調査によれば要医療者のうち七五％は、無自
覚患者であるが、しかもこのうちの三分の一は、前に結核にかかつたことがあり、現在はなおつている
と思つている者である。すなわち、放置患者の数は要医療患者のうちの二五％を占めていることにな
る。また自覚している要医療患者のうち実際に医療を受けていない者が二五％もあり、自覚している要
入院者のうち入院しているものは三五％にすぎない。このように一度医師にかかつたことのある者や、
自分が結核であることを知つている愚者で放置されている者の数は要医療患者の約五〇％に及ぶのは注
目すべき事実であり、これを適正に指導管理することが結核対策上最も効率的かつ適切であることは論
をまたないところであろう。現在保健所の保健婦による家庭訪問指導がこの役割を果してきているわけ
であるが、その最近における年次別活動状況は、第六九表のとおりとなつており、その実績は必ずしも
順調な進展を見せているとはいえないものがある。したがつて今後、結核患者の登録を普及、整備し、
必要によつては登録患者の経過観察のための検診を実施して患者の確実な把握に努めるとともに、現在
適正医療の普及のために行つている医療費の公費負担制度を活用し、保健婦による患者訪問指導、さら
には医療機関の協力等によつて患者管理を徹底し、適正な医療の継続および生活規正に努めさせる必要
があろう。

次に患者管理とともに重要な意味を有するものに結核患者家庭に対する施策がある。先にも述べたとお
り、健康診断の結果からする患者発見率が患者家族において最も高く、また、これを三三年の結核実態
調査によつて見ると要医療患者が一人でもいる世帯を一〇世帯調べると、別に要医療患者が一人と要観
察患者が一人発見され、とくに感染性の患者が一人でもいる世帯を一〇世帯調べると、別に要医療患者
が二人と要観察者が一人発見されるのである。さらに乳幼児および学童の要医療患者について見ると、
その四割が家族の大人のなかに要医療患者か要観察者をもつており、乳幼児および学童で開放性あるい
は空洞をもつている重症患者のみについていえば、その七割以上が家族の大人のなかに要医療患者か要
観察者をもつているので、患者管理と一貫して患者家族に対する健康管理の必要性が痛感されるところ
である。

現行制度では、都道府県知事は患者家族に対して定期外健康診断、予防接種を行うことができるものと
されているが、これを推進するため、その実施面で特別の配慮がなされ、保健所を主体とする通常の集
団検診による外、委託医療機関の利用が認められ、予め保健カードの交付を受ければ本人の希望する日
時に、無料で健康診断・予防接種を受け得るようになつている。三二年における患者家族の受診者数
は、前年度より若干向上し四五万四、○○○人となつたが、対象数約一三〇万のわずか三五％にすぎ
ず、また委託医療機関の利用者は三万八、○○○人にすぎないのでこれが啓発宣伝が必要とされてい
る。その外、母親が患者でしかも入院できない場合は、乳幼児に対する予防措置として乳幼児を乳児院
に入所させる等の措置がとられているが、かように患者家族に対する施策が重視され、種種の便宜が図
られているのは、患者家族が一番結核に感染しやすい状態に置かれているからに外ならない。

第69表 保健婦による結核患者家庭訪問件数
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(四)  濃厚感染源対策

伝染病予防対策の基本は、感染源の排除と感染経路の遮断にあり、結核とてもその例外ではない。感染
源遮断の対策としては、職場感染防止のための従業禁止と家庭内伝染防止のための入所命令の措置が結
核予防法に規定されているが、とくに家庭内感染の恐ろしさについては、すでに述べたところであり、
これらの者の隔離医療こそ結核対策上、最も緊急を要するわけである。ただこれまで隔離収容は主とし
て医療費からくる理由で必ずしも充分に行われているとはいえなかつたのである。すなわち家庭内伝染
のおそれがある患者については結核予防法に基づいて都道府県知事が患者を医療機関に入所するよう命
令することができることになつているが、この措置によつて医療費を公費で負担することの承認された
件数は、三〇年に一、九〇三件、三一年に二、〇二二件、三二年に二、五八三件と毎年漸増していると
はいうもののきわめてわずかにしかすぎないわけである。本来命令によつて入所した者に対しては、貧
困の程度に応じて区療費の公費負担が行われるわけであるが、たたこれに要する費用負担が生活保護の
場合と比較して、地方公共団体に重くなつているので(生活保護は国が一〇分の八、地方公共団体が一〇
分の二、結核予防は、国および地方公共団体がそれぞれ一〇分の五)都道府県においては財政的理由に基
づいてその実施に積極性を欠いており、これが本制度の伸び悩む大きな原因となつている。これら感染
源愚者は、住宅事情等からして低所得階層に比較的多く、相当大幅の公費負担がなければ入院治療を受
けることができない状況にある。結核医学の著しく進歩した現在、結核要医療愚者数においてはかばか
しい減少を見ない主因は、このボーダーライン階層における貧因と結核の悪循環が絶ちきれないことに
あるといつてもよいであろう。結核病床に比較的余裕のできた今日、結核予防の重点をこの盲点に指向
し、この際特別な施策を打ち立ててこれが促進を図ることが望まれている。
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(五)  結核医療費

結核は、本来長期にわたる療養と多額の医療費を必要とする疾病である。昭和三一年度の結核医療費
は、第七〇表 に示すとおり約六二七億円の巨額に達し、これは国民総医療費二、九一五億円の二一・
五％に当り、また国民分配所得七兆五、八八三億円の○・八％に当るわけである。三〇年度における結
核医療費六五四億円、国民総医療費が二、七一五億円であつたことと比較すると総体的にはかなりの減
少を見せているとはいうものの依然として、この占める比重の大きいことがわかるのである。

一方結核患者の医療費の支払方法について三二年七月一〇日現在で行つた「患者調査」によつて見るに
病院の入院愚者では健康保険、共済組合等の本人が三三・七％、同じく被用者保険家族が八・八％、国
民健康保険が九・一％、生活保護が三三・三％、全額自費その他が八・七％となつている。外来患者で
は健康保険、共済組合等の本人が三三・一％、同じく被用者保険家族が二〇・七％、国民健康保険が一
六・一％、生活保護が九・四％、全額自費その他が一七・七％となつており、入院患者に比較して生活
保護の割合が低くなつている(第七一表参照)。これらの事実は多額の医療費を要する入院医療の場合には
一部自己負担金の支払えない者が相当多いことを示している。さらに世帯種別に見た結核有病率も第七
二表のとおり、被保護世帯において最も高く結核療養が経済上容易でないことがわかるのである。

結核予防法による医療費公費負担制度は、このように巨額に達し、国民生活を圧迫している結核医療費
の問題に対処し、その経済的負担を軽減して結核の適正医療を普及することを目的としており三二年四
月から三三年三月までにおける公費負担の件数を医療種類別に見れば第七三表のとおりとなつている。

この外濃厚感染源患者として命令入所または従業禁止を受けた患者であつて医療費の自己負担が困難な
者に対する医療費公費負担制度が定められているが、国庫補助率が低率のため実際上きわめて不充分に
しか行われていないことについてはすでに述べた。

第70表 国民医療費と結核医療費
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第71表 結核患者の治療費の支払方法

第72表 世帯種別結核有病率
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第73表 医療種類別公費負担件数
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(六)  結核病床等

昭和二六年から着手した増床計画が第七四表に示すとおり予想以上に進捗し、三三年八月末には目標数
の二六万床を上回る二六万二、九六三床に達した。一方、病床利用率は、二七年の九六・二％をピーク
として病床数の増加に伴い次第に低下の傾向を示し、三三年八月末には八三・四％を示すに至つた。こ
の空床の増加傾向は、前述の結核実態調査によれば、要入院者数が二八年当時の一三七万に対し三三年
には八六万と三五％の減少を示している事実と符合している。前述したように生活保護および健康保険
等の本人以外の階層において入院の占める割合が少い点を考慮すれば、この階層は経済的事由によつて
入院できないでいることは明白であり結核病床利用率の低下をただちに需要の本質的な減少に結びつけ
ることは速断であろう。

次に結核回復者の後保護施設に触れておこう。

結核回復老後保護施設いわゆるアフター・ケア施設とは、結核回復者を一定期間収容し、医学的管理の
もとにその更生に必要な指導および訓練を行い、結核回復者の社会復帰を円滑に行うとともに再発防止
の役割を果すことを目的とした施設であつて、二八年度から本格的にその整備に着手し、その後徐徐に
整備されている。アフター・ケア施設としては、現在、公立の施設が一八カ所、11、一五〇床、民間の
施設が二カ所二〇〇床、外に生活保護法による保護施設七カ所でいまだきわめて不充分な現状にあるの
で、今後の整備が急がれている。

なお、三三年四月社会福祉事業法の一部が改正され、アフター・ケア施設を経営する事業を第一種社会
福祉事業として法の規制のもとにおき、設備と運営について基準を設け、これに助成のみちを開くこと
とされたが、今後におけるこの事業の発展が期待される。

第74表 結核病床数・病床利用率の推移
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(一)  精神障害者の実態

文明の発達、社会生活の複雑化に伴い精神障害者が増加する傾向は、今や世界的すう勢であり、しかも
これら障害者による犯罪や家庭悲劇等諸種の不幸な事件がしばしばひき起されること等からして最近と
みに精神衛生の重要性が力説されるようになつてきた。これに対応して厚生省では昭和二九年に「精神
衛生実態調査」を実施したが、その結果によると、全国推定数で精神病四五万人、精神薄弱五八万人、
その他二七万人合計実に一三〇万人にのぼる精神障害者のいることが判明した。

ところで、これら精神障害者の処遇状況について見るに精神病院または精神病室に入つている者二・
五％、在宅のまま精神科専門医の指導を受けている者一・四％計三・九％が、専門的な治療もしくは指
導を受けているにすぎず、その外四・九％の者が在宅のまま精神科専門医以外の医師、保健所による指
導を受けており、残りの九丁三％はなんらの治療、指導も受けることなく放置されていることが明らか
にされた。なお、診断の結果では、これら精神障害者のうち四三万人が施設に収容を要する者であり、
三九万人が在宅のまま精神科専門医の治療または指導を要する者であることも示されたのである。

また三二年には、在院および退院精神障害者についての実態調査を行つたが、その結果精神障害者の総
数の一五％を占めている精神分裂症が、在院者については、七〇％を占めており、一方精神薄弱の在院
割合は、三％にすぎないことが明らかにされた。

これら在院者および退院者の在院期間を見ると第七五表に示すとおり五年以上を経過している者は、全
体の一三％を占める程度であつて、その半ば近くの者は、三カ月未満で退院し、しかも退院者のうち約
八○％は、現在症状がおさまつているか、または軽快の状態において退院しているという事実からして
これまで一般的に考えられていたとは異なり、精神病はなおるものとしてその治療対策および予防対策
の強化を図る必要があろう。

第75表 在院期間別精神障害者
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(二)  精神衛生対策

精神対策

精神衛生対策は、精神障害者等の医療・保護を行うとともに積極的にその発生の予防に努めることによ
つて、国民の精神健康の保持および向上を図る目的のもとに二五に制定された精神衛生法に基づいて主
として行われており、患者の早期発見、精神衛生鑑定医による鑑定、措置入院、入院患者の経済保護、
さらに優生手術等がその主体をなしているのである。ここで措置入院とは、入院させなければ自身をつ
けたり、他人に害を及ぼすおそれのある精神障害者について、都道府県知事が場合によれば強制的に国
あるいは都道府県立精神病院等に入院させる制度であるが、この制度よつて入院してい患者は、三二年
三月末現在において前年三月末より約一、五〇〇人増加しているとはいえ、依然として約九、〇○○人
にすぎない。これは、措置入院に要する費用のうち公費負担分を国と都道府県が二分の一ずつ負担する
ことになつており、都道府県においては現下の財政事情からして積極性を欠く憾があり、これが本制度
の推進に一つの制約となつていることは否めないところであろう。

一方、精神病床は、国庫補助措置等による増床の促進によつて年年増加してきており、二六年三月現在
には約一万八、○○○床であつたものが三三年六月末現在は約六万九、○○○床に達するとい著しい飛
躍を示したものの、病床利用率は依然として一〇〇％をこえるという事実、さら諸外国と比較した病床
数は人口一〇万対七一・一第七六表参照)にすぎないという事実、この数の不足を如実に物語るものであ
る。なお、先進諸外国の精神病床は、主として官公立であるのに対し、わが国では、国立および地方公
共団体が全房二〇％にすぎないことも付言しておこう。

最後に医療費に関し、三二年七月一〇出現在で厚生省が実施した「患者調査」の結果によってながめる
と、病院に入院している精神病愚者のうち生活保護法により治療費を支払っている者は実に四一・四％
を占めており、これによっても精神障害の治療が家計に多くの出費をしい、家族の生活を圧迫すること
が推測できるのであって、医療保障制度の確立に当って精神病の医療費を軽視できないことを物語って
いるといえよう。

第76表 各国の精神病床数
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精神薄弱老対策

次に精神障害者のうちでも精神薄弱者についての問題である。精神薄弱者のうちには精神病院に収容さ
れている者もいるが、これら精神再弱者を正常人とともに社会生活に参加させるためには、治療部面の
外に特別の保護のもとに社会的訓練を行うことが必要とされているにもかかわらず、かような者のため
の施設あるいは施策は、一般的には皆無の状況にある。ただ、一八才末満の児童の場合には児童福祉施
設の一種である精神薄弱児施設に収容して保護し得ることになっているが、これとても児童という年齢
上の制限があり、したがって制限年齢をこえたと率は、退去せざるを得ないわけで、退去後、一般社会
生活を営むに当って、落伍者となりやすく、これがため家族その他に及ぼす負担も大きく、ひいては社
会の安寧に危害を加えることにもなりかねないのである。このような現況から、児童のための精神薄弱
者施設に引き続いて精神薄弱者を収容し保護更生を図る施設を設置し、これらに対する積極的な福祉対
策をとることが要望されている。

精神衛生相談所

精神障害者を社会生活に適応させ、普通の人間関係に回復させる努力をするためには、医療機関におけ
る入院等の処遇のみでは不充分であり、疾病の程度によつては家庭内に治療の場としての雰囲気を作り
徐徐に指導をして行くことが必要である。社会生活における精神的健康の保持のため、精神衛生に関す
る相談、指導を行い、精神衛生に関する知識の普及を図る施設として、都道府県または政令市に置かれ
ている精神桁生相談所は、かかるためのものである。この相談所は、三三年七月末現在全国で四三カ所
に設置されているが、三二年度における活動実績は、わずかに新規取扱件数三、九三五件、継続件数
一、三三七件(厚生省統計調査部「保健所運営報告」)にすぎず、処理に長時間を要するとはいえ、その活
動状況はきわめて低調である。これは保健所などに併設されているため、専門家の人選等に困難をきた
していることが有力な原因の一つであり、相談所機能の充実を図るうえからは精神医のみならず、心理
学者、社会学者等の専門家の活用をも考慮し、さらに医療機関、学校等との連絡の充分とれる方途を考
究する必要があろう。

なお、精神病の素質は遺伝するところがら不良な子孫の出生を防止するため、優生手術をすることが優
生保護法で定められているがこれに関しては、三二年における優生手術総件数四万四、四〇〇件のう
ち、当事者の同意による遺伝性疾患に対し優性手術を行つたもの三一二件、医師の申請による遺伝性疾
患は、一、〇二九件となつている(第七七表参照)。

第77表 優生手術実施状況
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昭和二五年を境に死因順位は、第七八表に示すとおり脳卒中がこれまで第一位を占めていた結核にとつ
てかわつた。以来かつて国民病という呼び名で、長い間死亡順位の筆頭にあつた結核の死亡率は、肺
炎、伝染性疾患とともに低下の一途をたどり、三一年には第五位、三二年には第六位に転落し、かわつ
て、脳卒中、がん、老衰、心臓疾患等いわゆる老人病あるいは成人病と呼ばれるものが死亡順位の上位
を占めるに至つた。しかもこの死亡率は欧米諸国と同様上昇の一途をたどる傾向にあり(第七九表参照)、
老齢者人口の増加とともに、今やわが国の成人病問題は次第に重要性を加えつつある。これがため、厚
生省でも成人病対策を目指していわゆる成人病センターの設置、成人病予防対策協議連絡会の発足等活
発な活動を行つており、また民間においても各種の運動が相次いで行われてきているのである。すなわ
ち、成人病の能率的な診断・治療を行うには総合病院の機能を効率的に利用することが最も適切である
と思われるところがら、がんについては、二九年以来国立病院をはじめとして、がんセンターが一二カ
所に開設され、最近ではアイソトープの大量照射等の方法により次第に治療効果をあげてきている。ま
た、循環器系疾患のうち動脈硬化症を主因とする脳卒中、心筋梗塞、狭心症、心不全、尿毒症などにつ
いても、急死をきたす危険な疾病であるところから、がんセンターと同じく総合的な機能検査によつて
適確な診断を下すべく、現在一二カ所の高血圧センターおよび六カ所の心臓病センターが国立病院に付
設されている。一方民間活動としても、財団法人日本対がん協会の発足、ジエントロジー学会(寿命学会)
の設置などによりかかる気運の醸成が見られるようになつた。

なお、英国においてはすでに悪性新生物患者の登録を行い、治療効果の追跡をするなどして組織的な対
策が立てられているが、わが国では若干の都道府県において、死亡、り病状況の実態調査、集団検診を
行う程度で、全国的な実態を明らかにするまでには至つていなかつたが、三三年度に全国約四、五〇〇
カ所の一般病院を対象として悪性新生物愚者の実態調査を行うことになり、ようやく緒に着くことにな
つたわけである。

このようにがん、脳卒中、心臓病等に対するいわゆる成人病対策はまず診断、治療法の確立、総合病院
におけるいわゆるセンターの付設というところがら発足しつつあり、今後これらの過程に集められた資
料や実態調査を基礎として、その対策も確立されて行くものと考えられる。ところでこれら成人病は、
治療に長期を要するうえに予後における生活面の指導も必要であるところから発見された愚者の管理に
はこれらの診療に当る医療機関と保健所との連絡がより緊密になることがまず考慮されねばならない。
したがつて保健所の任務としては、早期受診についての国民への啓蒙宣伝、患者の管理等があげられ、
これがまた成人病対策の基礎となるのである。

第78表 年次別死因順位の変動
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第79表 各国の主要死因別死亡率
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第二節  疾病対策
四  急性伝染病予防

急性伝染病の発生は、ここ数年来全般的には減少してきており、昭和三二年および三二年の発生状況
は第八○表 のとおりである。最近とくに注目すべき現象としてはインフルエンザの激増で、これは、三
一年一一月から三二年二月にかけての発生と三二年五月から七月にかけて全国的に猛威を振った新変異
型ヴイルスであるＡアジア五七型による流行と、さらに三二年一一月から三三年はじめにかけてこれが
再び全国的に広がつたことによるものである。また、法定伝染病のうち赤痢は、依然として多く発生
し、百日せき、ジフテリアがこれにつぎ、ジフテリアは三一年よりやや減少しているが百日せきはむし
ろ増加した。

以下とくに注目を要するものについてながめてみよう。

第80表 伝染病患者数
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第二章  医療制度および公衆衛生

第二節  疾病対策
四  急性伝染病予防

(一)  急性灰白髄炎

小児まひの名で知られている急性灰白髄炎患者は、昭和二六年の四、二三三人を頂点として、三〇年に
は一、三一四人に減少したが、三一年には再び一、四九七人と増加し、しかも、山口、兵庫、青森、宮
崎県等では集団発生をみた。また三二年には一、七一八人と激増し、さらに三三年には一〇月一一日現
在において、すでに熊本県下の集団発生をはじめとして二、三五六人にのぼつている(厚生省統計調査部
「伝染病統計週報」)。

小児まひは、文明が進むにつれて発病率が高くなるといわれており、現在し体不自由児二五万人のう
ち、約二〇％が小児まひに起因するといわれるように、小児まひ患者は、その半数が、後遺症としてお
もに四しにまひを残すので、社会的にも大きな問題となっているが、現在のところこれが防止方法とし
てはワクチンによる予防以外にはない状況である。小児まひワクチンいわゆるソークワクチンは、二八
年、アメリカのピッツバーグ大学のソーク教授によって創製され、三〇年七月頃から本格的な接種がは
じまり、患者数は激減しているという。わが国においても、防疫対策を確立し全国的な規模において、
予防接種を実施する必要に迫られていることは、ワクチンに対する需要が異常に高まってきていること
からも首肯できるところである。ただ、これに必要なワクチンのすべてを輸入に依存することは有効期
間、価格等の点からして困難な問題があり、早急に国内において量産を図る必要があろう。しかしなが
ら、わが国において製造するとしても、新しい施設、設備を必要とし、また、製造技術とくに猿のじん
臓による組織培養という高度の技術を必要とすることに加えて、製造に際して需給の見通しがっきがた
いところから製造業者のみに、危険を負担させ得ない状況にある。これがため、まず、国が量産のため
の工業化の試験研究を図る必要があるので、三三年から国立予防街生研究所においてこれの製造を行う
ことになり、三四年二月頃までには、約七、五〇〇人分のワクチンが製造される見込となっている。

なお、ワクチン検定に当つては、猿が使用され、アメリカの基準によると、かにくい猿または赤毛猿と
いうことになつているが、日本猿でも差し支えないとされている。ところで日本全国の猿の総数は、一
万数千頭といわれ、そのうち学術研究用に供給し得るものは、年間わずかに四〇〇頭から五〇〇頭にす
ぎないし、世界市場における猿の需要も増大してきているので、猿の確保をいかにするかも問題となる
わけである。
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第二節  疾病対策
四  急性伝染病予防

(二)  日本脳炎

赤痢を除いた細菌性伝染病が比較的減少しつつある反面、急性灰白髄炎とともにヴイルス性伝染病であ
る日本脳炎も増大の傾向にある。すなわち三二年に四、五三八人の発生を見た患者数は、三二年には
一、七九三人と減少したが三三年には七月下旬より激増しはじめ、とくに、東京都、新潟、三重、広
島、山口、福岡、熊本、大分県などでは昨年同期の二倍にのぼり、一〇月一一日現在、全国総数三、六
七〇人に達している(厚生省統計調査部「伝染病統計週報」)。

日本脳炎の予防は、環境衛生の一環として蚊の撲滅にあるので、蚊とはえをなくす運動の活発な展開が
望まれているところであり、また、日本脳炎のワクチン接種の勧奨を図ることも重要である。
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第二章  医療制度および公衆衛生

第二節  疾病対策
四  急性伝染病予防

(三)  赤痢

三一年約八方四、○○○人の患者の発生を見た赤痢は、三二年には約七万五、○○○人といくぶん減少
したが、三三年一〇月二日現在での発生数は昨年同期よりもやや増加しており、とくに本年の傾向とし
て学校などにおける飲食物に起因する集団発生の増加が目立つている。すなわち学校、事業所の水道に
よるもの一件が九件に、給食によるもの八件が一七件に増加している(厚生省統計調査部「伝染病統計週
報」)。

したがつて今後このような集団発生を予防するためにも水道の管理、給食従事者の検便の徹底、給食時
における手洗の励行、給食献立内容の検討などに対する指導が要望される。
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第二章  医療制度および公衆衛生

第二節  疾病対策
五  性病予防

性病予防は、昭和三三年四月一日、売春防止法の全面施行を機として新たな段階に立ち至つた。これま
では、いわゆる赤線、青線地帯という特殊の集団の存在から、施策の重点はこの方面に向けられてきた
が、今後は広く一般国民を対象とし、個個の性病患者について感染源対策が進められることになるわけ
である。

ところで性病愚者は、薬剤効果の増大等によつて近年減少の一途をたどつているといわれているが、こ
れは届出患者数についてのみいわれることである。すなわち過去一〇年間のうち、性病予防法の施行さ
れた二三年を大体最高に毎年次第に減少してきており、梅毒二一万七、○○○人が三二年には一万
八、○○○人に、りん病二二万人が八万六、○○○人に、軟性下かんも二二年の四万一、○○○人が
二、二〇〇人となっている。しかしながち、性病という特殊疾病の性格からすれば、実際の患者数は届
出のそれを相当程度上回るものと推定される。ちなみに、毎年厚生省において実施している「患者調
査」からの推計数を見ると第二〇図のとおりであり、りん病、梅毒いずれも届出患者数よりも遥かに多
く、とくにりん病患者については、二八年当時三三万人であつたものが、三二年には五三万人と、むし
ろ増加を示してきており、性病対策が、依然としてゆるがせにできないものであることを物語つてい
る。しかも年齢階層別新患発生率の年次別推移を、一五～二四才および二五～三四才の階層についてな
がめると(第八一表参照)、一五～二四才の方が二五～三四才よりも多く、この事実からして青少年の保護
育成対策の推進とも並行して性病対策の重点が青少年層に向けられなければならないことが痛感される
ところである。

第20図 梅毒りん病の届出患者数と推計患者数
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第81表 年次別年齢階層別新患発生率

次に三二年に全国の保健所において約一〇〇万人に対し梅毒の血液検査が行われたが、その結果を集団
別に見ると 第八二表に示すとおりやはり保護更生施設収容者、売春常習者が高く、一六・三％および一
四・二％となつており、これらが他に対する感染源である点は、性病対策上の重要問題であることを示
している。なお、盲ろうあ児童が七・二％を占めていることは、先天性梅毒が子供に与える影響の痛ま
しさを痛感させ、母性層の性病に対する認識を深める資料として有益であろう。

売春防止法の全面施行によつて性病の感染源が潜在化したといわれ、これに即応した性病対策の樹立が
当面の課題であり、これがためには性病予防思想の普及はもとよりのことながら、接触者調査の強化と
早期発見、早期治療が必要であり、これが措置として低所得者層、重要感染源者層に対する健康診断費
用の全額公費負担と公費治療者の範囲の拡大を図ることが痛感されるところである。

第82表 各種集団の梅毒血清反応陽性率
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第二節  疾病対策
六  歯科衛生

(一)  歯科疾患の実態

歯科疾患のうち、う歯および歯牙支持組織疾患(いわゆる歯槽膿漏)は、歯科における代表的な疾病であ
り、う歯のり患率は他の一般疾病に比べて非常に高率を示している。

厚生省では昭和三二年一一月、主としてう歯とその治療の現状を把握するために全国的な規模の調査を
実施した。このように大規模な調査は世界でも最初の試みであるが、その結果によると国民の八五・
一％はう歯に冒されており(第八三表参照)、とくに乳幼児について見ると第二一図に示すとおり、二才を
境として急増し、五才に至ると一〇〇人のうち九五人までがり思していることは、児童の健全な発育の
見地から憂慮すべき事態であろう。さらに、第八四表から明らかなように国民一人当り六・○八本のう
歯を有し、しかもそのうち治療された歯は一.六二本、比率にして二七％に過ぎないという事実は、歯科
疾患対策の強力な推進の必要性を痛感させるものがある。

なお、業態別にう歯のり患状況を見ると、消費者世帯は、農業を主とする生産者世帯よりも高率をしめ
していることも、注目を要する点であろう(第八三表参照)。
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第二節  疾病対策
六  歯科衛生

(二)  歯科疾患対策

乳幼児のう歯り患率が高いことについてはすでに述べたが、これら乳幼児および妊産婦の歯科検診およ
び歯科保健指導は、児童福祉法に基づき、保健所ならびに指定歯科医を中心として実施されている。ち
なみに、三二年度においては約七五万人の乳幼児妊産婦について保健指導が行われた。なお、Ａ級・Ｂ
級保健所には歯科衛生係が置かれ乳幼児、妊産婦以外の者に対する保健指導、予防的処置、また、管内
住民に対する歯科衛生思想の普及等を常時行つているが、歯科疾患の現状にかんがみ、Ｃ級保健所にも
歯科衛生係の設置が強く要望されている。

う歯の積極的集団的予防対策としては、上水道のふつ素化が考えられる。わが国では、二七年より京都
市山科地区において○・六ppm(百万分の○・六)のふつ素注入が行われているが、その結果この地区にお
ける児童は、他の児童に比して約四〇％のう歯抑制が実現しており、この対策が将来さらに広域にわた
つて行われることが期待されている。

最後に歯科衛生思想の普及に関する広報活動について触れると、毎年六月四日より一週間を「歯の衛生
週間」として全国的な行事を展開するとともに、二九年以降は、母子歯科保健指導の重要性をより一層
認識させるため、厚生省、日本歯科医師会主催の「母と子のよい歯のコンクール」が実施され、多大の
効果を収めている。
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第二節  疾病対策
七  原子爆弾被爆者対策

昭和二〇年八月、一瞬にして十数万人の生命を奪うこととなつた広島および長崎に投下された原子爆弾
の被害は、単にその当時にとどまらず、今日に至るまで数多くの放射能に起因した後障害患者の発生を
見ている状況にある。しかも、この後障害は、いつ症状を呈してくるやも知れないという不安があり、
これが解決には被爆者に対し、しばしば健康診断を繰り返し、早期に症状を発見して医療を加えること
が必要である。これがため、三二年三月「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」が制定され、国の責
任においてこれら被爆者に対する健康診断および医療を行い、その健康の保持向上が図られることとな
つたのである。すなわち、同法に基づいて被爆者に対し被爆者健康手帳が交付され、その交付を受けた
者に対しては、都道府県知事(広島市および長崎市にあつては市長)が、年二回健康診断を実施することに
なつた。三二年度中にこの被爆者健康手帳の交付を受けた者は、全国で二〇万二八四人、うち健康診断
を受けた者五万八、五八四人、これらのうち、さらに精密検査を受けた者は一万一、八一三人となつて
いる。精密検査を受けた結果、原子爆弾の傷害作用によると思われる疾病または負傷については、厚生
大臣の認定を経たうえ、全国一三三カ所の厚生大臣の指定した医療機関で治療を受けることができるこ
ととされているが、三二年度中にこの認定を受けた者は、一、〇九一名となつている。

第83表 う歯り患率

第84表 一人当り平均う歯数
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第21図 乳幼児のう歯り患率

これらの健康診断および治療に要する費用は、事柄の性質上すべて国において負担することとなつてい
るが、原子爆弾の傷害作用に起因する負傷や疾病は治療に相当長期を要する場合が多いところがら、安
んじて治療を受け得るよう治療期間中の生活保障を要望する声が強い。
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第三節  環境衛生等
一  生活環境の改善

(一)  憲義および現状

医療保障制度の確立は、いまやわが国社会保障制度のうちでも最も緊急を要する重要課題であり、これ
が方策として国民皆保険計画の推進が図られてきていることについては、先に述べてきたところである
が、この医療保障の確立のためには、ひとり疾病保険の推進によってその目的を達し得るものではな
く、あわせて、その前提ともなり補完ともなる諸施策が行われなければならない。疾病予防の根源的対
策である環境衛生の向上ということは、まさしくその前提施策の一となるのである。

ひるがえつてわが国の環境衛生の現状は、どうであろうか。これまでわが国の公衆衛生施策は、主とし
て伝染病予防等疾病対策に向けられてきたが、最近に至って水道普及の国民的要請の増大、都市におけ
る汚物処理行きずまりの深刻化、ばい煙、騒音等による公害の社会問題化、蚊とはえの駆除を中心とし
た地域社会の衛生組織活動の活発化等に伴ってようやく環境衛生施策に対する社会的認識が深まってき
たのである。

これに呼応して政府においても昭和三二年度以来予算編成上の重要政策の一として環境衛生対策の推進
を掲げ、予算額においても三二年度は、前年度に倍増する一七億円を計上し、引続き三三年度において
も一八億円を計上して、生活環境の改善に努めることになったのであるが、これらの施策がなお依然と
してはなはだしく立ち遅れの状態にあることは否めないところである。

たとえば、し尿などという汚物は、水洗便所から下水道に排出され、終末処理場に導かれて衛生的に処
理されるのが文明諸国における通例であるにもかかわらず、かような完全下水道は全国で東京、大阪、
名古屋、京都、岐阜、鹿児島、豊橋、高崎のわずか八都市のしかもその一部の地域に布設されているに
すぎない(現在工事施行中のものがこの外二五都市ある)。それどころか最近における都市への人口集中
と、他方において化学肥料の普及、有畜農業の発達等による農村におけるし尿需要の激減は、都市のし
尿処理問題にはなはだしい行きずまりをきたし、後に述べるごとく市町村が計画処分したし尿のうち二
〇％については河川、山林への投棄、あるいは埋没処理等の不衛生処分がなされており、赤痢の多発等
の根源の一はここに由来するといわれている。

また、水道の普及率は、全人口の四〇・七％にすぎず、さらに騒音、ばい煙等の公害がもたらす社会問
題に至つては、最近一部の都市において騒音防止運動の展開あるいはばい煙防止対策等が試みられてき
たとはいうものの、ほとんどなんらの対策もとられていない状態にあるといつてもいいほどである。文
化国家建設の見地からして、いまや環境衛生対策の推進は、焦眉の急務である。

以下、順次現状と将来について述べてみよう。
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(二)  上水道

水道の布設による清浄な飲料水の供給が公衆衛生面に貢献する効果の多大なことは論をまたないところ
であるが、さらに水を豊富に使用し得ることがもたらす生活の合理化も見のがせないところであろう。
これがため、わが国においては、つとに浄水操作を加えた近代的上水道の布設が図られてきており、と
くに戦後は衛生思想の向上に伴い水道の新設が続続と行われるようになり、最近では大中都市のみなら
ず小規模の市町村にまで布設が盛んになつてきたのである。

かくして昭和三二年一二月末現在には、設置市町村一、四八八、給水人員二、七一〇万人、うち一般水
道二、九九二万人、簡易水道(主として農山漁村の給水人口五、○〇〇人以下のものをいう。)四〇九万
人、その他水道三〇九万人に達したのであるが、わが国総人口に対する普及率は先にも述べたとおり四
〇・七％にすぎず、欧米先進国に比較すればまだまだ低いわけで、できる限り早い機会に全国民にこれ
が普及を図る必要がある。

現在水道の布設は、原則として市町村営となつており、その主要財源は地方債によつているのである
が、とくに計画給水人口二〇〇人～五、○○○人で水質が悪く、伝染性疾患の多発する地区について
は、二七年度以来一部を簡易水道補助金として国庫補助を行つてきており、三二年度および三三年度に
おいて起債額それぞれ二〇五億、国庫補助金一〇億および一一億が計上された。しかしながら、国民的
需要を充足させるためには、これら資金の増額がなお必要とされるところであり、とくにこれまでかえ
りみられなかった計画給水人口二〇〇人未満のものについても国庫補助の要請が強くなつてきている。

なお三三年五月から七月にかけて東京地方を中心として引き起された異常渇水に起因する水道用水の欠
乏は、いまだ耳新しい事実であり、今後大都市への人口集中化とともに広域的視野に立つた抜本的な水
源確保の対策をも考究すべき時期が迫つてきている。
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(三)  下水道

下水道は、都市の汚水処理の動脈であり、その普及程度は、上水道とともにその国の文化生活のバロ
メーターと呼ばれているほどで都市環境整備の基本施策の一であるが、わが国の下水道の普及状況を見
ると、昭和三一年一二月末現在、設置市町村一四八(休止中のものを含む。)排水区域内人口五四二万人で
あつて総人口に対する割合は四・三％、市街地人口に対して一〇・六％にしかすぎない(建設省調)。

ところで下水道の布設は、単に都市のし尿、汚水、雨水を排除することを目的とするのみならず、これ
らの汚水を衛生上無害にして、海洋、河川等に放流させることを重要な使命とするものである。したが
つて汚水を最終的に処理する終末処理場を有するもの、すなわち完全下水道こそその本来の姿というべ
きである。しかるにわが国における完全下水道は、前記下水道の普及状況のうち第八五表で示すとお
り、利用人口にして三八六万人にすぎない状況で、これがため政府においては、三二年度以来設置補助
金を増額し、急速に整備に努めることにした。しかしこのような措置も後に述べる都市におけるし尿処
理の行きずまりの打開策として、また、最近とみに社会問題化してきた汚水がもたらす公害対策として
もようやくこれが解決の緒についたばかりであるというところである。

なお、下水道に関しては、その飛躍的進展に資するために明治三三年に制定された旧下水道法が廃止さ
れ、昭和三三年四月第二八回国会において、公共下水道および都市下水道の設置その他の管理の基準を
定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達および公衆衛生の向上に寄与することを目的と
して、新下水道法が制定され、近く施行の運びとなることを付言しておこう。
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(四)  清掃事業

し尿、ごみ等の汚物の収集、運搬および処分に関する清掃事業は、都市における環境衛生の基盤である
が、清掃事業において何よりも特筆すべきことは、先にも述べたとおり、都市における余剰し尿処理の
行きずまりの深刻化であろう。

わが国におけるし尿処理の方式は、第二二図のとおりであるが、し尿の計画的収集処分を行つている九
一七市町村について日日の処分量を方法別にながめた場合、第八六表に示すとおり大半が肥料用として
農村還元に依存し、ついで不衛生処分が全体の二〇％という大量を占めていることは注目を要する点で
あろう。ここで「マンホール投入」とは、下水道の終末処理場の余剰能力を利用して、汲み取つたし尿
を下水管に投入して終末処理場へ導くものをいい、「消化処理」とは、し尿消化そうによる科学的処理
方法(腐敗はつ酵等)をいい、また、「海洋投棄」とは、沿岸都市がし尿を船舶によつて洋上に運搬投棄す
る方法をいう。しかしながら、ここで農村還元量は、先にも述べたとおり逐年減少傾向をたどらざるを
得ず、農業経営の近代化に伴い早晩皆無となるといつても過言ではないところであり、また海洋投棄と
いつてもし尿船の航行能力そのものに限界があつて大阪湾および瀬戸内海はもとより他の海域において
も到底すべてのし尿が潮流に乗り得る外洋まで投棄できることにはならないし、人口の都市集中化によ
る海洋投棄量の増大は衛生上はもとより水産資源保護の見地からも種種の社会問題をひき起させるに至
つている。かくして、これまでのように、ただ安易に不潔なもの、臭いものを処理するという方式が次
第に許されなくなつてきたのである。

第85表 下水道終末処理場設置都市調
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第22図 し尿処理の方式

第86表 収集し尿の処分方法別日量

ここに政府においては昭和三二年度以来汚物処理緊急処理計画を樹立し、三二年度および三三年度予算
にそれぞれ約七億円を計上し(三一年予算五、〇〇〇万円)、し尿消化そうをはじめとする清掃施設設置の
促進を図ることとなり、とくに東京湾、大阪湾沿岸都市については、年次計画をたて早急に問題の多い
海洋投棄を禁止し陸上処理にきりかえることとしたのである。かくして、三三年一〇月末現在し尿消化
そうは三九都市で運転を開始し、また現在三四都市において工事中となつている。しかしながらこれ
は、わが国の都市数から見ただけでもいまだし尿の衛生的処理への第一歩を踏み出したにすぎない状況
で今後におけるこの急速な整備が強く要請されるところである。

ところで都市においては、し尿を全部水洗便所から下水道に排流して終末処理場に導入することが最も
衛生的であることは前にも述べたとおりであり、下水道の整備を今後も計画的、積極的に進めて行くこ
との必要なことは論をまたない。しかしながら、現在のようにし尿処理のひつ迫した事情のもとにおい
ては下水道の計画のある都市においては従来遅れがちであつた終末処理場の建設を急ぐとともに、その
計画のないところにおいては、し尿消化そうの建設に努力すべきであると思われる。

次に清掃事業の対象の一であるごみについても、生活水準の向上につれ次第に排出量が増加してきてお
り、これに対処する処理施設の整備が伴わず、これがため随所に不潔なごみの山を現出し、悪臭、はえ
の発生はもとより、著しく都市環境を損傷している。これらの状況をごみの収集処分を行つている全国
九七六の市町村について見るに、第八七表のとおりで、過半数が埋立によつており、最も衛生的な処分
方法である焼却は、三一・四％にすぎない状況である。
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三三年一月一日現在、ごみ焼却場は、全国五三二の市町村に設置されているにすぎず、これが増設が望
まれているところではあるが、何分、その設置に要する費用はすべて市町村の自主的財源によつている
ところがら思うような進展が期せられず、近年とみに国庫補助制度確立の要望が強くなつてきつつあ
る。 最後に、し尿およびごみを衛生的に処理し、かつ、再び有機質肥料として使用できる処理施設の試
みがすでに東京、平塚および神戸の三都市において行われ、さらに現在数都市において建設中である。
この施設は汚物処理対策と地力保存対策の一石二鳥の効果を有するもので、将来の発展が嘱望されてい
るところである。

第87表 収集じんかいの処分方法別日量
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(五)  蚊とはえの駆除

「蚊とはえのいない生活」実践運動は、昭和三〇年六月の閣議決定以来、着着と進展を見せており、国
民の生活に身近な問題を、国民自身の手で解決して行くというこの運動の基本的趣旨が次第に全国的な
共感を呼び、実行されるに至つたということは注目すべきことであろう。ちなみに、その普及状況を見
ると三二年三月末における実践地区は、四万六、○○○にのぼり、二九年三月末の六、五〇〇地区に比
べると著しい飛躍を示している。本運動がこのような発展をなしてきたのは、蚊やはえの撲滅が地域住
民共通の欲求に根ざしたものであり、その日常実践の成果が比較的容易に現われることによつて地域社
会の組織活動のテーマとして恰好なものであつたためであろう。

しかしながら、本運動は、全国的にはいまだその目的に達したとはいえず、とくに、国民皆保険計画の
達成を目前に控え、これが円滑なる遂行を図る見地からも国民自身による自発的な保健運動としての地
域住民組織の育成強化によるこれが活動の促進が強く要請されているところである。本来、蚊とはえの
撲滅は、根本的には、ごみ、し尿、下水の処理等、発生源の根絶が必要であり、これらの環境衛生施策
の推進が図られなければならないところであるが、とくに三二年度予算からは地域組織の行う公共発生
源対策としての、みぞの整備、簡易ごみ焼却炉の建設事業等に対し、助成が行われることとなり、多大
の効果が期待されている。
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公衆浴場、興行場、旅館、理容所、美容所等多数人が集合し、利用する場所の衛生状態を良好に保つこ
とは、環境衛生上重要なことである。これがため、公衆浴場法、興行場法、旅館業法等が制定されてお
り、これらに基づいて、施設を経営する者に対し、一定基準以上の衛生措置を遵守させることとされて
いる。ところで、施設の監視指導については昭和二三年以来保健所の手によつて、かつての警察機関当
時のごとき取締的方法から転換して指導と助言という形態において行われてきているのである。

ところで、これら環境衛生関係営業について注目すべきことは、環境衛生関係営業の運営の適正化に関
する法律が制定施行されたことである。すなわち、食品衛生関係営業を含め、これらの営業の多くは、
零細資本による企業であり、また近年そのらん立等のため、必然的に激しい顧客争奪戦が起り、その結
果ややもすれば通常のサービスの範囲をこえた方法によつて顧客を自己の施設に吸収する傾向が現われ
てきた。これがため、適正利潤の無視、労働賃金へのしわよせ等経営上の無理が生じ、ひいては衛生基
準についてもこれを守ることが苦痛になつてきたとの声が聞かれた。このような事態に対処するため、
過当競争をなんらかの形において規制することが望まれ、ここに、三二年六月本法が成立し、同年九月
二日から施行されるに至つたのである。

本法の内容のうち、とくに注意すべきことは、営業者が業種ごとに各都道府県単位の同業組合を設立
し、各業種において過度の競争により適正な衛生基準を保つことがはばまれる場合には、都道府県知事
の認可を得て適正化規程を定め料金統制その他経営の安定をもたらす措置、すなわち、いわゆるカルテ
ル行為をすることができるようになつたことであろう。ただこれらの営業はいずれも国民生活に密着し
たものであるがために、その運用いかんによつてはかえつて国民一般の利益を害することも考えられる
から、適正化規程の認可に当つては、国民および業界双方の立場を考慮した適正な運用が痛感されると
ころである。

次に本法の施行状況を見ると、三三年八月末現在理容業およびクリーニング営業関係同業組合が、すべ
ての都道府県において設立され、また美容業関係が四三、興行場営業四二、浴場業三七、ホテル旅館業
二〇が設立認可を得ており、これらの全国的団体たる連合会もすべて設立されている。これに反し、食
品関係営業については、いまだきわめて少数である。なお、現在ようやく組合結成が一段落したところ
であり、前述の適正化規程の設定されたものはいまだ見られない。
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食品衛生の目的は、われわれの食ぜんに供せられる飲食物に関しこれが規制を加えることにより、飲食
物に起因する危害を未然に防止することにある。ところで最近における化学工業の発達から、食品の味
をよくし、あるいは食品の栄養を高めるということのために、食品の製造過程において従来考えられな
かつたような種種の物質を添加混入する傾向いわゆる添加物の使用が目立つてきた。

食品の衛生的安全を確保するためには添加物そのものについて、またこれが食品の製造過程においてい
かに使用され、毒性が消去されるかというようなことについても規制を加える必要があるわけで、この
ような点を中心として昭和三二年五月食品衛生法の一部改正が行われ、以来これに基づいて、全体で約
二〇〇品目に及ぶ添加物につき、その成分規格製造使用に当つて守るべき基準等が制定実施され、食品
衛生の万全が期せられることとなつた。

一方目を転じて飲食による危害の現われである食中毒の発生状況を見ると、三二年は一、七一六件患者
数にして二万四、二八四人となつており、全体として昨年と大きく変つてはいないが、近時、食品の流
通範囲の拡大に伴い、一事件の及ぼす影響の規模が大きくなつてきた状況にあるので、食品添加物を取
り扱う人人の一層の協力と理解が望まれている。またこれらを監視指導する保健所の食品衛生監視員
は、三二年一二月末現在全国で四、〇四九人、そのうち専従者は一、八六二人にすぎず、しかも年年減
少の傾向にあるので、その充足も強く望まれているところである。

次に、乳および乳製品の衛生については、それが一般の食品とその性質、形態において相当に異なつて
いること、すなわち、乳幼児にとつて乳は主食ともいうべきものであり、一般人にとつても栄養などの
点で大きな意義をもつていること等により一般の食品とは別個に規制を図り、これが衛生の万全を期し
ている。とくに、三三年八月には、牛乳、加工乳等の規制を強化し不良乳の排除を図ることとなつた
が、今後はさらに牛乳の特質にかんがみ、衛生上、安全でかつ安価な牛乳が豊富に提供されることがで
きるよう、牛乳処理に一貫した適確な施策が望まれている。

なお、以上とは別に、食中毒の一例として、先に問題となつた熊本県水俣市の奇病事件について触れて
みたい。この事件は、二八年一一月より現在までに、水俣湾附近の住民に、運動障害、言語、視力、聴
力障害等の重篤な症状をもつ患者六七人が発生し、うち死者二三人を出したものであるが、三一年末の
調査研究により、水俣湾内で、ある種の化学毒物によつて汚染を受けた魚介類を多量に摂取することに
よつて発症する中毒性疾患であることが報告された。その化学毒物としては、現在の段階ではセレン、
マンガン、タリウムが疑われているが、感染経路についてはなお検討が行われている。今後同様な問題
が各地に発生するおそれもなしとせず、これがため本問題については、中央および現地において、調
査、研究および対策が種種検討されている。
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第三節  環境衛生等
四  栄養

(一)  栄養摂取量

昭和三二年における国民の一人一日当り栄養摂取量は、第八八表に示すとおり三一年に比し総体的に足
踏みの状態である。これを生産者世帯(耕地面積三反以上ただし北海道では五反以上の世帯)と消費者世帯
(生産者世帯以外の世帯)とについて比較してみると、生産者世帯では熱量において、消費者世帯より多い
が、たん白質、脂肪をはじめすべての栄養摂取量においては量的に劣っているばかりでなく、質的にも
植物性食品とくに穀類からの摂取率において高く動物性食品からのそれにおいて低く、栄養構成はかな
り劣つている。

総じて、国民の食生活においては、穀類とくに米食依存度が高いため、良質たん白、脂肪ビタミンＡ、
Ｂ1、Ｂ2カルシウム等が不足しやすく、このためこれらの栄養素の不足からくる身体症候が第八九表に
示すとおりかなり多く見られている。すなわち、三一年以来ビタミンＢ1欠乏に起因すると思われる症候
として、腱反射消失および腓腸筋圧痛等が著しく増加してきており、口角炎も少しく上昇の傾向を見せ
ている。また栄養欠陥を持つ者(有症者)の数は、数年来の二二～二三％を上回り二五・九％に及んでいる
状態である。とくに国民の約半数を占める生産者階層では三〇・八％を示していることを考えると、食
生活の改善は、急務といわなければならない。

第88表 国民一人一日当り栄養摂取量
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第89表 身体症候発現率
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第三節  環境衛生等
四  栄養

(二)  国民の体位

終戦前後に著しく低下した国民の体位は、逐年回復を見せ、たとえば、青少年の体位は戦後一〇年にし
て、戦前に日本人が記録した最高の水準を上回るまでになつている(第九〇表参照)。ただ最近では次第に
その速度を減じつつある傾向が見られ、今後必らずしも楽観を許さないものがあろう。

第90表 性別年齢別平均身長・体重
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第三節  環境衛生等
五  家族計画

われわれが健康にして文化的な生活を営むためには、自らの手で家族設計すなわち適当な家族構成を考
えて行くことが必要となるが、家族計画とは、このような自主的計画的な家族設計のことをいうのであ
る。したがつてそれは単に子供の数を減らすということではなく、現在と将来を考え、適当な時期に適
当な数の子供を生む自主的な計画をいうのであるが、このような家族計画を実施するための手段が受胎
調節なのである。

ところでわが国の人工妊娠中絶件数を見るに、昭和三二年における届出数は一一二万と報告されており
(厚生省統計調査部「優生手術および人工妊娠中絶報告」)、これに無届分を加えると、その総計は三二年
における出生数一五六万(厚生省統計調査部「人口動態統計」)にも匹敵するような驚くほどの数にのぼつ
ているわけである。このような人工妊娠中絶が母体に及ぼす影響を考えるときわめて寒心にたえないも
のがあり、さらに、人工妊娠中絶の多くが無計画に基づく結果であることをあわせ考えれば、それが安
全で計画的な受胎調節に一刻も早く置き換えられる必要があるであろう。

このような家族計画の普及については、二六年の閣議決定以来大いにその推進が図られてきているとこ
ろであり、これが具体策として保健所(優生保護相談所)を通じ、また助産婦等による受胎調節実施指導員
によつて、啓発活動、集団指導および個別指導が行われてきているのである。とくに、被保護階層や低
所得階層の人人については、器具、薬品の無料または廉価による配布が行われているが、その実績は、
三三年一〇月現在二、三六二地区、被保護者六万九、四九九人、低所得階層一八万二、七六四人となつ
ている。ただ、これまで家族計画の普及事業は、保健所がその実施主体となつて行われてきたが、何分
にも家庭生活の問題であり、地域住民の自主的活動にまつべきところが多く、したがつて地域住民と直
結する市町村が実施主体となることの方がより効果的であると考えられるようになり、三三年度以降年
次計画をもつて逐次事業の実施主体を市町村に移行させる措置がとられることとなつた。
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第二部  各論
第二章  医療制度および公衆衛生

第三節  環境衛生等
六  自然公園および温泉

自然公園

わが国の地勢は変化に富み、古来から風景の妙をたたえられて、内外人の探勝の的となつているが、自
然の景観も適切な保護保存の措置を加えて行かなければやがてはその価値を減じて行くであろう。ま
た、いかに自然をありのままに保存するといつても施設の整備を図つて広く国民に容易にこれを利用す
ることができるようにしなければその意義は半減するであろう。このようなことから、国土のうちとく
にすぐれた風景のある所を選び、国立公園として自然景観の保全とその利用施設の整備が図られること
になり、これに準ずるものとして国定公園及び都道府県立の自然公園が存在したのである。このうち国
立公園については従前国立公園法に基づいて規制されてきたが、国定公園については法の一部が準用さ
れたにすぎず、また、都道府県立の自然公園については、国としてはなんらの規制もしていなかつたと
ころから、これらの自然的景観の公園に関し、統一的規制を図ることの必要性が痛感されてきた。これ
がため昭和三二年第二六回国会において自然公園法が成立し、ここに自然公園の全国的整備態勢の一歩
が踏み出されることとなつた。

自然公園のうち、国立公園の数は一九、国定公園は昨年以降五カ所が追加指定されて同じく一九、都道
府県立自然公団の数は二〇〇をこえている。また利用者の数は、国立公園について見ると、第九一表に
見るとおり、年年増加してきているがこのような利用者数の増加に比べ、利用施設の整備は、きわめて
不充分な状態にある。

利用施設の整備は、国の直轄事業および補助事業、地方公共団体の単独事業あるいは民間の事業として
行われており、これらの事業費は 第九二表のとおりとなつている。事業費のうち、民間のそれの増加傾
向は、最近においてとくに顕著であり、これは国立公園の利用者数の増大を反映しているものともいう
ことができよう。しかし、利用者の増加と比較するとまだまだ施設の整備は不充分である。民間の事業
により整備される施設は、主として宿泊施設であり、道路、駐車場、園地、環境衛生施設等の公園の基
本的な公共施設については、国の直轄事業あるいは補助事業として行われているが、国立公園分につい
ての国費の支出は、三二年度において九、○○○万円、三三年度において一億三、○○○万円が計上さ
れているにすぎず、利用者数に対応する公共施設の整備に著しい支障をきたし、宿泊等の施設と公共施
設との間の不均衡を増大させている。

このように充分な施設がないまま自然公園へ利用者の殺到することは、利用の不便はもとより自然の景
観の保全を妨げ、さらに各種公共施設の不定は、本来、保健休養のためのものがかえつて非衛生的な環
境に陥るおそれもなしとしないのであつて、これらの施設の整備は、早急に確保されなければならな
い。

とくに利用者の大多数は動労者、学生等青少年によつて占められているので、これらの健全育成に寄与
するため良質にして低額で利用できる宿泊施設(国民宿舎)の建設等が強く要望されている。また、このよ
うな利用施設の整備とともに自然公園の保護と健全な利用を促進するため三三年度に現地管理員(レンヂ
ヤア)が定員化されたが、なお、一層これを増強して現地管理機構整備を図ることが望まれている。

さらに自然公園の景観の保護と適正な利用とを図るうえに、鉱業、農業等各種産業との調整は、多くの
困難な問題を提供しているが、産業上の公益目的を尊重しながら大自然のすぐれた景観をありのままの
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姿で保存することに努めるとともに、恒久的に保存すべき景観利用の中心となる地区などは公園目的に
専用することができるような措置を講ずることが必要であろう。

次に、厚生省では自然公園とは別に皇居外苑、新宿御苑および京都外苑の三カ所の国民公園を維持管理
している。新宿御苑には三三年に大温室が完成したが、これらの国民公園の管理および施設の整備はと
もに充分ではなく、これに対処する早急な施策が望まれている。

第91表 国立公園利用者数の推移

第92表 国立公園施設別施設整備事業費

温泉

わが国が世界有数の温泉国であることはいうをまたないところであり、国土のすぐれた景観とこれに附
属する温泉の点在は、国民の保健休養の好適地となつている。現在温泉地は、全国で一、○○○カ所を
こえ、泉源数にして一万一、五一一(昭和三二年一二月末現在厚生省統計調査部調)に達している。交通機
関の発達等に伴いいこいを求める利用者の増加は近年著しいものがあり、年間の温泉利用者は、延
四、○○○万人以上と推定されている。

一方温泉利用者の激増による使用湯量の増大は、乱掘と相まつてともすれば自然の温泉源をからす傾向
をもたらしており、今や温泉源の保護施策はゆるがせでにできない由由しい問題となつてきている。温
泉法では新たな採掘または増掘は都道府県知事の処分に委ねられているが、国においても抜本的な調査
を行い、この問題に対する積極的な施策を講ずる必要がある。また、温泉を広く一般国民の保健休養の
場とし、単なる湯治場や歓楽地としてではなく、温泉本来の意味での有効な利用に供するために、温泉
法によつて厚生大臣は温泉利用施設の整備および環境の改善に必要な地域を指定できること(指定保養温
泉地)とされている。この指定保養温泉地に対しては、温泉の成分、効能および温泉地の環境、利用状況
等に基づいて温泉地計画をたて、温泉が衛生的でしかも自然のすぐれた風景を兼ね備え、一般国民が安
心して利用することのできる理想的なモデル温泉地として発達するよう強力な指導を行つている。二九
年に指定保養温泉地の制度ができてから三三年三月末まで一四カ所、三三年度中にはさらに三カ所の指
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定が行われたが、国民の保健休養の見地からはもとより、健全にして快適な生活環境の造成の見地から
も、これら地域の積極的な育成が望まれるところである。

なお、温泉の地質学的調査及び分析検査の促進、温泉源に関する総合な調査等の施策を大いに充実する
ことにより恵まれた天然資源としての温泉を保護しあわせて適正な利用を図ることが必要である。

第23図 国立・国定公園および指定保養温泉配置状況
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